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礼儀＆言葉づかい 
①「身を美しくする」と書いて「躾（しつけ）」という言葉がある。自らへの躾の第一歩はまず、挨拶（あい

さつ）のできる人であること。 

 

登校・下校について  

①８：００から８：１５までに登校し、着席する。（８：２０に自席に座っていない場合は遅刻）  

②放課後の活動時間：１年間を通して１８：００までとし、最終下校を１８：３０としています。 

③朝礼（全校・生徒会・学年）は、８時 20分開始のため、８：１５までに登校させてください。 

④下校後は標準服や体操着などで外出しないようにご家庭でも、お声がけください。 

⑤再登校も、登校のルールに準じます。 

 

欠席・遅刻・早退について 

①欠席、遅刻の場合は８時１０分までに保護者にスクリレでの連絡または電話連絡をお願い致します。 

②早退をする場合は、学校から一度保護者の方に連絡をします。 

 

頭髪について 

①中学生らしいさっぱりとした頭髪とし、学習活動に支障のないように注意する。 

②長い髪（肩にかかる髪の長さ）は黒・紺・茶色のゴムできちんとまとめる。またはヘアピンでとめるこ

と。（不要なヘアゴムは手首につけないこと。）髪を止めるピンは、黒いピンとする。 

③おだんご、編み込みなどは不可とする。 

④髪を束ねる位置は、耳の高さか、それより下とする。（ハーフアップは不可） 

⑤整髪料（ワックス等）を付けたり、カール、パーマ、染色、脱色などの加工、眉毛の加工などは禁止と

する。 

所持品 

①かばんは指定されたバッグ（一中バッグ）を使用する。バッグに入りきらない時は、サブバッグも使用できる。目印

のためにキーホルダーなどはつけることができる。ただし一中バッグ、サブバッグともに１個までとする。大きさ

の目安は握りこぶしサイズとする。その他の袋物（紙・布・ビニール等）は使用しない。なおサブバッグだけの使用は

指示された日のみとする。 

 



服装について  

〔冬の服装〕 ＊４月～５月・１０月～３月 

〈Ⅰ型〉  

①黒の標準型の学生服で、ボタンは校章入り金ボタン、襟の右側に校章バッジをつける。 

②ズボンは標準型で、すその折り返しのあるもの。変形したものや色の違うものは着用しない。 

 ベルトは黒・紺で極端に細いものや太いもの、派手なものは着用しない。 

③ワイシャツは白とする。 

〈Ⅱ型〉  

①標準服（上着はボレロで、スカートはジャンパースカート）で襟元に同色の細いリボンを結ぶ。ベルト

は同色の布製のものを使用する。ポケットが付いているもの。ジャンパースカートの長さは膝下が

隠れる長さとする。 

②ブラウスは白無地の中学生用のものを着る。第一ボタンは必ずしめる。 

③校章バッジは黒か紺の無地の布に付け、標準服の左胸につける。 

④タイツは黒か紺とする。卒業式などの儀式的行事の際は着用しない。 

 ジャンパースカートの下にジャージをはかない。 

〈Ⅲ型〉  

①上着はブレザー、パンツはスラックスの制服で、ボタンは銀ボタンを着用する。 

②スラックスは、すその折り返しのあるもの。変形したものや色の違うものは着用しない。 

 ベルトは黒・紺で極端に細いものや太いもの、派手なものは着用しない。 

③校章バッジは黒か紺の無地の布に付け、ブレザーの左胸（ポケット）につける。 

④ワイシャツは白とする。 

〈新型〉  

①ブレザーにスラックスかスカート、ネクタイかリボンを着用する。スラックスは変形したものや色の違

うものは着用しない。スカートは膝丈を保つ。 

ベルトは黒・紺で極端に細いものや太いもの、派手なものは着用しない。 

②ワイシャツは白とする。（学校指定ポロシャツは不可） 

③ブレザーの左襟のホールに校章バッジをつける。 

④儀式的行事にはブレザー、ネクタイやリボンを着用する。 

〈共通事項〉  

①セーターは黒・紺（小さいワンポイント刺繍可）とする。 

 ・丸襟かＶ型のもので、スクールタイプ。カーディガンは不可。 

 ・自分のサイズに合ったもの。（裾や袖が標準服から出ない程度） 

 ・卒業式などの儀式的行事の際は着用しない。 

②登下校用の靴は男女とも白基調の運動靴とする。靴ひもについては、派手でないもの(マジックテ

ープや装飾のあるものは不可)とする。 



③靴下は、白無地・黒無地・紺無地のスクールソックスとする。 

（小さいワンポイント可）。儀式的行事の際は白のスクールソックス（小さいワンポイント可）とする。 

くるぶしソックスは不可とする。 

④手袋やマフラーは、色の派手でないものとする。 

⑤標準服の上に着用する上着は、黒か紺のスクールコートかダッフルコート、Ｐコート、ダウンジャケッ

トとする。 

＊上着の保管は、自分のロッカー・一中バッグ・椅子の背もたれで保管すること。 

⑤ネックウォーマーは、黒・紺(ワンポイント可)とする。 

⑥口紅、色つきリップクリーム、マニキュアなどの化粧や、イヤリング、ピアス、アクセサリーなどの装飾

品は禁止とする。 

 

 

〔夏の服装〕＊６月～９月 

〈Ⅰ型〉 
①白無地のワイシャツの半袖か長袖とする。（開襟シャツ、ボタンダウンなどは禁止） 

〈Ⅱ型〉 
①中学生用の白無地のブラウスの半袖か長袖とする。また、第一ボタンは必ずしめる。 

②スカートはジャンパースカートとする。 

〈Ⅲ型〉 
①白無地のワイシャツの半袖か長袖とし、ニットベスト（黒・紺）を着用することもできる。 

〈Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通事項〉  

①Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型に学校指定ポロシャツを着用しても良い。 

〈新型〉 
①学校指定ポロシャツか白無地のワイシャツの半袖か長袖とする。 

（開襟シャツ、ボタンダウンシャツなどは禁止）また、ネクタイ・リボンは着用しない。 

②ワイシャツ着用時にベストやセーターを着用してもよい。 

③儀式的行事には学校指定ポロシャツを着用する。（ワイシャツは不可） 

④ポロシャツの裾は体温調節の観点から出しても良い。また、第一ボタンについても開けていても良

いものとする。 

〈その他〉 
①熱中症対策グッズとして、冷感タオル、帽子、日傘の使用を認めています。制汗剤はシートタイプの

みとし無香料のみとしています。 

②熱中症対策グッズ、防寒グッズについては電子機器を不可としています。 

 

 



令和８年度  学校用品の取扱店一覧  

 

 項  目 価  格（税込み価格） 購 入 場 所 

体
育
関
係 

ジャージ上下 １１，５００円 

近江屋呉服店 

（３８９１）３５０４ 

半袖シャツ ３，２００円 

ハーフパンツ ３，９００円 

上
履
き 

校内シューズ ３，９８０円 

バ
ッ
ジ 

校章 ５２０円 
松田文具店  

（３８９１）３４８５ 

バ
ッ
グ 

一中バック 

サブバッグ 

７，７００円 

３，１９０円 

児島株式会社 

０４８（６４２）５８８３ 

（一中生の生活より 抜粋） 


